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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体に対して超音波パルスを照射して超音波照射位置を検出する超音波検出装置であり
、超音波を送信する１個もしくは複数の超音波照射用トランスデューサ、  
前記超音波照射用トランスデューサから照射した超音波の反射波を受信する１個もしくは
複数の信号受信用トランスデューサ、  
前記信号受信用トランスデューサが受信した受信信号を記憶する信号記憶部、  
前記信号記憶部が記憶した記憶信号の解析を行う解析プログラム、  
前記解析プログラムによる解析結果及び／又は前記記憶信号を利用し、得られた反射波が
超音波照射の目標対象物から得られたものであるか否かの判別を行う判別プログラム、並
びに  
前記記憶信号、前記解析結果、及び前記判別プログラムによる判別結果からなる群から選
ばれる１つ以上のものを表示する表示部を備え、  
前記解析プログラムが、得られた反射波の受信信号における周波数の高周波成分と低周波
成分の比を算出し、
前記解析プログラム及び／又は判別プログラムが、生体内における反射体の違いによって
、受信信号における周波数及び／又は電圧のパラメータに違いがあることを利用して解析
及び／又は判別を行うことを特徴とする超音波検出装置。  
【請求項２】
　前記解析プログラムが、少なくとも、生体内の反射体の違いによる反射波の周波数成分
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の強度分布の違いを利用して解析を行うことを特徴とする請求項１に記載の超音波検出装
置。  
【請求項３】
　前記解析プログラムにおいて利用する周波数の高周波成分と低周波成分が、送信超音波
の中心周波数及びその付近の帯域、及び、第２のピーク周波数及びその付近の帯域、の２
種類の帯域から周波数の高周波成分と低周波成分を選び出すことを特徴とする請求項１又
は２に記載の超音波検出装置。  
【請求項４】
　前記解析プログラムにおいて利用する高周波成分と低周波成分が、１．５±０．１ＭＨ
ｚの帯域と、１．２±０．１ＭＨｚの帯域の最大値である請求項１又は２に記載の超音波
検出装置。  
【請求項５】
　前記判別プログラムが、前記解析プログラムにおける解析結果と予め設定された数値と
の比較により、判別を行う請求項１から４のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項６】
　前記判別プログラムが、反射波における最高電圧と予め設定された数値との比較により
、判別を行う請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項７】
　超音波照射用トランスデューサの一つの設置位置における連続する照射角度／もしくは
体表上の連続した異なる位置にて複数反射波が得られるとき、複数の反射波それぞれにお
いて含まれる時間情報、並びに電圧及び／又は周波数の高周波成分と低周波成分の比を、
前記表示部が、縦軸に時間情報、横軸に角度としたマップ上に、電圧及び／又は周波数の
高周波成分と低周波成分の比を該当する時間及び角度のマスに数値に応じて色分けして表
示を行う請求項１から６のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項８】
　前記数値が前記予め設定された数値を超え、目標対象物である可能性が高いと検出した
角度が複数あり、それらを目標対象物角度範囲としたとき、治療に最適な角度が前記目標
対象物角度範囲の中央であることを特徴とする、請求項７に記載の超音波検出装置。  
【請求項９】
　前記解析プログラムにおいて、受信信号を解析する時間の範囲、及び／もしくは受信信
号を記憶する時間の範囲、及び／もしくは判別プログラムが判別する時間の範囲が、予め
設定される時間範囲設定プログラムで決定されることを特徴とする、請求項１から８のい
ずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項１０】
　前記時間範囲設定プログラムが、反射信号の電圧の包絡線をとり、電圧Ａ以上の値を頂
点に持つ包絡線の波形に関し、電圧Ｂ時の包絡線の傾きが正のときに電圧Ｃまで戻った点
を検知開始時間とし、Ａ、Ｂ、及びＣにはＡ≧Ｂ＞Ｃの関係が成立し、検知開始時間から
開始される一定の時間幅を解析対象範囲とする方法であることを特徴とする、請求項９に
記載の超音波検出装置。  
【請求項１１】
　前記時間範囲設定プログラムが、四肢断面において、複数個体の周上の点から直下の骨
までの距離と前記四肢周との比（距離／周）をとり、（（前記比の複数個体数データによ
る平均値）±（ｋ×標準偏差））を係数とし、被照射者四肢周が得られたときに前記係数
に前記被照射者四肢周を乗じることにより、周上の点から直下の骨までの距離の範囲を予
測する方法により決定される距離の範囲の２倍数を、軟部組織中の音速で割って決定され
る時間幅を解析対象範囲とする方法であることを特徴とする、請求項９に記載の超音波検
出装置。  
【請求項１２】
　前記超音波照射用トランスデューサが前記信号受信用トランスデューサを兼用している
ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
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【請求項１３】
　前記超音波検出装置が、目標対象物として骨を検出するためのものである請求項１から
１２のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項１４】
　前記超音波検出装置が、目標対象物として体内の腫瘍／もしくは変性した組織を検出す
るためのものである請求項１から１３のいずれか１項に記載の超音波検出装置。  
【請求項１５】
　前記超音波検出装置が超音波治療器と一体となっている請求項１から１４のいずれか１
項に記載の超音波検出装置。  
【請求項１６】
　同一照射位置における、前記記憶信号、前記解析結果、又は前記判別プログラムによる
判別結果の経時変化によって、目標対象物の治癒状態を判定する請求項１から１５のいず
れか１項に記載の超音波検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照射位置確認機能を有する超音波検出装置及びその方法に関し、特に超音波
を用いて、対象物を検出する、あるいは適切な照射を確認する方法又は装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　整形外科的処置として超音波療法を適用する際、超音波が適切に患部に当たるよう超音
波の照射位置決定を行う必要がある。その方法として、患部のＸ線写真が用いられること
があるが、Ｘ線写真は二次元情報であるため、軟部組織の厚い上腕部や大腿部において、
目標に対する正しい照射位置や角度の決定が困難である。
　従来の技術として、特許文献１に記載のように、超音波照射によって、骨折部位に照射
されていることを判断する装置があるが、これは超音波が骨を長軸方向に伝搬することを
利用して判断する装置であって、本発明のものとは異なる。また、特許文献２には、骨に
超音波を照射し、その反射波を用いる方法が開示されている。
　超音波治療法においては、治療効率を確実に得る為にも、適切な超音波照射位置や角度
の決定は、治療用の超音波照射装置においては不可欠な技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００８／０１８６１２号
【特許文献２】国際公開第２００７／０６９７７５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、超音波を目標に正確に照射することを可能にする装置及びその方法を
提供することである。また、生体において外部から目標対象物が分かりにくい場合、例え
ば軟部組織の厚い上腕部や大腿部などにおいても、目標対象物に対する正しい照射位置や
照射角度の決定を可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、以下の手段により課題を解決する。
　すなわち、本発明は、下記に示すものである。
（１）生体に対して超音波パルスを照射して超音波照射位置を検出する超音波検出装置で
あり、超音波を送信する１個もしくは複数の超音波照射用トランスデューサ、前記超音波
照射用トランスデューサから照射した超音波の反射波を受信する１個もしくは複数の信号
受信用トランスデューサ、
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前記信号受信用トランスデューサが受信した受信信号を記憶する信号記憶部、
前記信号記憶部が記憶した記憶信号の解析を行う解析プログラム、
前記解析プログラムによる解析結果及び／又は前記記憶信号を利用し、得られた反射波が
超音波照射の目標対象物から得られたものであるか否かの判別を行う判別プログラム、並
びに
前記記憶信号、前記解析結果、及び前記判別プログラムによる判別結果からなる群から選
ばれる１つ以上のものを表示する表示部を備え、
前記解析プログラム及び／又は判別プログラムが、生体内における反射体の違いによって
受信信号の情報に違いがあることを利用して解析及び／又は判別を行うことを特徴とする
超音波検出装置。
（２）前記解析プログラム及び／又は前記判別プログラムが、受信信号における周波数及
び／又は電圧のパラメータを利用して解析及び／又は判別を行うことを特徴とする（１）
に記載の超音波検出装置。
（３）前記解析プログラムが、少なくとも、生体内の反射体の違いによる反射波の周波数
成分の強度分布の違いを利用して解析を行うことを特徴とする（１）又は（２）に記載の
超音波検出装置。
（４）前記解析プログラムが、得られた反射波の受信信号における周波数の高周波成分と
低周波成分の比を算出することを特徴とする（２）又は（３）に記載の超音波検出装置。
（５）前記解析プログラムにおいて利用する周波数の高周波成分と低周波成分が、送信超
音波の中心周波数及びその付近の帯域、及び、第２のピーク周波数及びその付近の帯域、
の２種類の帯域から周波数の高周波成分と低周波成分を選び出すことを特徴とする（４）
に記載の超音波検出装置。
（６）前記解析プログラムにおいて利用する高周波成分と低周波成分が、１．５±０．１
ＭＨｚの帯域と、１．２±０．１ＭＨｚの帯域の最大値である（４）に記載の超音波検出
装置。
（７）前記判別プログラムが、前記解析プログラムにおける解析結果と予め設定された数
値との比較により、判別を行う（１）から（６）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（８）前記判別プログラムが、反射波における最高電圧と予め設定された数値との比較に
より、判別を行う（１）から（７）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（９）超音波照射用トランスデューサの一つの設置位置における連続する照射角度／もし
くは体表上の連続した異なる位置にて複数反射波が得られるとき、複数の反射波それぞれ
において含まれる時間情報、並びに電圧及び／又は周波数の高周波成分と低周波成分の比
を、前記表示部が、縦軸に時間情報、横軸に角度としたマップ上に、電圧及び／又は周波
数の高周波成分と低周波成分の比を該当する時間及び角度のマスに数値に応じて色分けし
て表示を行う（１）から（８）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（１０）前記数値が前記予め設定された数値を超え、目標対象物である可能性が高いと検
出した角度が複数あり、それらを目標対象物角度範囲としたとき、治療に最適な角度が前
記目標対象物角度範囲の中央であることを特徴とする、（９）に記載の超音波検出装置。
（１１）前記解析プログラムにおいて、受信信号を解析する時間の範囲、及び／もしくは
受信信号を記憶する時間の範囲、及び／もしくは判別プログラムが判別する時間の範囲が
、予め設定される時間範囲設定プログラムで決定されることを特徴とする、（１）から（
１０）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（１２）前記時間範囲設定プログラムが、反射信号の電圧の包絡線をとり、電圧Ａ以上の
値を頂点に持つ包絡線の波形に関し、電圧Ｂ時の包絡線の傾きが正のときに電圧Ｃまで戻
った点を検知開始時間とし、Ａ、Ｂ、及びＣにはＡ≧Ｂ＞Ｃの関係が成立し、検知開始時
間から開始される一定の時間幅を解析対象範囲とする方法であることを特徴とする、（１
１）に記載の超音波検出装置。
（１３）前記時間範囲設定プログラムが、四肢断面において、複数個体の周上の点から直
下の骨までの距離と前記四肢周との比（距離／周）をとり、（（前記比の複数個体数デー
タによる平均値）±（ｋ×標準偏差））を係数とし、被照射者四肢周が得られたときに前
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記係数に前記被照射者四肢周を乗じることにより、周上の点から直下の骨までの距離の範
囲を予測する方法により決定される距離の範囲の２倍数を、軟部組織中の音速で割って決
定される時間幅を解析対象範囲とする方法であることを特徴とする、（１１）に記載の超
音波検出装置。
（１４）前記超音波照射用トランスデューサが前記信号受信用トランスデューサを兼用し
ていることを特徴とする（１）から（１３）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（１５）前記超音波検出装置が、目標対象物として骨を検出するためのものである（１）
から（１４）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（１６）前記超音波検出装置が、目標対象物として体内の腫瘍／もしくは変性した組織を
検出するためのものである（１）から（１５）のいずれかに記載の超音波検出装置。
（１７）前記超音波検出装置が超音波治療器と一体となっている（１）から（１６）のい
ずれかに記載の超音波検出装置。
（１８）同一照射位置における、前記記憶信号、前記解析結果、又は前記判別プログラム
による判別結果の経時変化によって、目標対象物の治癒状態を判定する（１）から（１７
）のいずれかに記載の超音波検出装置。
　なお、以上述べた各構成は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせること
が可能である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の超音波検出方法又は装置を用いることによって、超音波を目標対象物に正確に
照射することが可能となる。また、目標対象物の位置が外部から分かりにくい場合、例え
ば大腿部や上腕部など軟部組織の厚い部位にあっても、目標対象物への適切な超音波の照
射や照射角度の決定が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　図１は、大腿骨骨折治療への適用例を示す概略図である。
　図２は、本発明における装置構成要素を示す概略図である。
　図３は、反射波を変換して検出信号として得た概略図である。
　図４は、周波数成分の強度分布の例を示す概略図である。
　図５は、豚骨の反射波が形状により大きく変化することを確認した基礎実験の結果であ
る。
　図６は、データ番号をＸ軸、時間をＹ軸、電圧をＺ軸にプロットして三次元情報として
表示した結果表示例である。
　図７は、骨と軟部組織における伝搬超音波の減衰特性の概略図である。
　図８は、周波数成分の強度分布の変化を理論計算により示した例である。
　図９は、信号検知の具体例である。
　図１０は、ＦＦＴ解析の具体例である。
　図１１は、モデルを用いた基礎実験における周波数成分比算出の具体例である。
　図１２は、マッピングによる電圧の画像化の具体例である。
　図１３は、体表－骨間距離予測法の具体例を示す概略図である。
　図１４は、体表－骨間距離予測法の別の具体例を示す概略図である。
　図１５は、大腿上における体表上の連続した異なる位置を示す具体例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明者らは、超音波が媒質中を進む際、音響インピーダンスの異なる境界面で反射し
、かつ境界面における音響インピーダンスの差や媒質の減衰特性により、その反射波が持
つ超音波特性が異なる、という性質に着目し、超音波の反射波が本来照射の目標対象物か
ら発生したものかを判断することで、目標対象物への適切な超音波ビーム照射位置及び方
向の決定を可能にした。また、本発明では、送信用トランスデューサを用いて反射波を受
信することで、単一トランスデューサでの検出を実現することも可能である。さらに、本
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発明の超音波検出方法又は装置は、反射波における電圧、周波数、及び信号出現時間のう
ち１つ以上のパラメータを利用し、それらの経験的な値等より決定した閾値を用いて、反
射波を検出することが可能である。
［適用例］
　本発明を図面に示す実施例に基づいて説明する。なお、実施例では、目標対象物を骨と
して説明するが、本発明の超音波検出装置は、ヒトや動物の四肢、胴体及び頭などの身体
のいずれの骨、内臓、腫瘍等の変性した組織等においても利用可能である。つまり、目標
対象物が内部に音響インピーダンスの異なる境界面を有し、かつ境界面における音響イン
ピーダンスの差や媒質の減衰特性により、その反射波が持つ超音波特性が異なれば、利用
可能である。よって、本発明は図示の実施例に限定されるものではない。
　大腿骨骨折治療への本発明の適用例を、図１に示す。図１は、目標対象物が軟部組織の
厚い大腿部にある、骨又は骨折位置である例である。骨折部位１を治療するときには、医
療機関で決定された装着位置に超音波照射用トランスデューサ及び信号受信用トランスデ
ューサである送受信用トランスデューサ２を設置し、固定具３を用いて大腿に装着する。
固定具３は、送受信用トランスデューサ２を装填し体表４に固定できるものであればよく
、例えばベルトを有する円筒状のもの等を用いる。このとき、送受信用トランスデューサ
２と体表４との間に、超音波伝搬物質５を介在させる。超音波伝搬物質５は、超音波を伝
搬するものであればよく、例えば水や超音波ゲル等が好適である。
　本発明の超音波検出装置又は方法は、例えば外来、病棟などの医療機関における診察や
超音波治療時、もしくは患者宅での超音波治療前後あるいは治療中に、患部（超音波照射
の目標対象物）への適切な照射位置及び／又は方向を決定する際に用いる。患部は、超音
波骨折治療器（例えば、ＳＡＦＨＳ（登録商標））を使用する場合は、骨もしくは骨折部
が患部となる。超音波が目標対象物に照射したか否かの検出にはトランスデューサが受信
した反射超音波を用い、本発明の検出装置又はその方法が、超音波骨折治療器等との同体
又は別体であるかは問わない。使用態様の例としては、Ｘ線画像により医師等が超音波照
射を決定する位置（大腿部の場合、長軸位置のみ医師が決定する）にトランスデューサを
設置して超音波を照射し、トランスデューサが受信した体内から得られた反射波を基に、
目標とする対象へと適切に照射できているかを検出する。検出した位置及び／又は角度で
、トランスデューサの送信波を治療用超音波に切り替えたり、トランスデューサを治療用
トランスデューサに取り替えたりすることで、正確な超音波の照射を実現する。
［装置構成］
　本発明の超音波検出装置又は方法では、超音波の反射波を利用するため、送受信に同一
のトランスデューサを用いることができる。また、超音波照射用トランスデューサと信号
受信用トランスデューサを別々のトランスデューサで構成し、１つ又は複数のトランスデ
ューサで送信した超音波の反射波を、別の１つ又は複数のトランスデューサで受信しても
よい。例えば、１つのトランスデューサで超音波を送信し、反射波が届くと予想できる全
ての位置、あるいは反射波の有無および電圧、周波数成分の強度分布等パラメータの分布
を知ろうとしている全ての位置に複数のトランスデューサを設置して反射波を受信したり
、目標対象物に照射可能と考えられる全ての位置に複数のトランスデューサを設置し、反
射波が届くと予想できる位置、あるいは反射波の有無および電圧、周波数成分の強度分布
等パラメータの分布を知ろうとしている全ての位置に複数のトランスデューサを設置して
反射波を受信するなど、種々の態様がある。
　また、送受信のトランスデューサを治療に使用するトランスデューサと同一とすれば、
骨検出あるいは骨折検出後のトランスデューサの付け替えが不要であり、正確な位置及び
方向での治療を実施することが可能となる。さらに、本発明の超音波検出装置を治療器と
一体化すれば、治療の前、間、又は後に、タイミングを選ばず、照射位置の検出を実施で
き、万一治療の最中に姿勢等の影響で照射位置が変わった場合でも、正しく目標対象物で
ある骨あるいは骨折部に照射することが可能となる。
　図２に、本発明における装置構成要素を示す。判別装置６は、送信回路９、受信回路１
０、送信条件設定部１２、信号記憶部１３及び判別プログラム１４を含む制御部８、電力
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供給手段１１、並びに表示部１５を備えている。実際の装置内の動きを以下に記述する。
　まず、電力供給手段１１から電力を供給された制御部８は、送信条件設定部１２より設
定された送信条件にて送信回路９に駆動信号を送る。駆動信号を受信した送信回路９はケ
ーブル７を介して送受信用トランスデューサ２に信号を送り、送受信用トランスデューサ
２は超音波を送信する。このとき受信側は、制御部８が送信回路９に駆動信号を送る、あ
るいは送信が停止するタイミングでトリガ信号を受信回路１０に送り、信号検知を開始す
る。ここで、電力供給手段１１は、具体的には、内蔵電源あるいは外部電源等が挙げられ
、判別装置６各部に電力を供給している。
　送受信用トランスデューサ２より受信した超音波は電気信号に変換され、ケーブル７を
介して受信回路１０に送られる。検知した信号は信号記憶部１３により記憶され、あるい
は記憶された信号の解析を行う解析プログラムによって解析され、予め設定した判別条件
を基に、判別プログラム１４を用いて判別される。その結果は表示部１５により表示され
、骨に照射されているか否かの判別が可能となる。ここで、信号記憶部１３は、具体的に
は、半導体メモリ等が挙げられる。また表示部１５は、具体的には、結果を文字、数値、
信号波形、グラフ、又は画像で表示するＬＣＤや点灯で表示するＬＥＤ等が挙げられる。
　本発明の超音波検出装置又は方法が治療装置と一体であれば、治療前に適切な照射位置
が決定されることで、骨検出用超音波から治療用超音波に切り替えて即治療を開始するこ
とができる。判別装置６で治療用超音波の送信も可能であるときは、送信回路９で両条件
を必要に応じて切り替えて用いる。判別装置６では治療用超音波の送信が不可能であると
きは、本体の超音波検出装置の判別装置のみ、又は判別装置とトランスデューサを有する
本体全体を治療器に変更し、治療を開始する。
［超音波の送受信条件］
　検出超音波の照射条件は、目標対象物に適切な条件の超音波を用いる。
　例えば骨検出あるいは骨折検出の場合、適切な検出用超音波の送信条件として、１．５
ＭＨｚの周波数、５μｓのバースト幅、１０Ｈｚの繰り返し周波数、超音波出力の時間平
均と空間平均が０．０４２ｍＷ／ｃｍ２、受信条件として、サンプリング周波数２０ＭＨ
ｚ、２０ｄＢの増幅、１０ＭＨｚのＬＰＦ、１００ｋＨｚのＨＰＦが好ましい。上述の条
件に限らず、例えばバースト幅においては、超音波を送信してから骨あるいは骨折部から
反射してトランスデューサで受信するまでの時間よりも短ければ良く、トランスデューサ
から骨までの距離が４０ｍｍである場合は、軟部組織内の音速を１５８５ｍ／ｓｅｃと仮
定すると、５０．５μｓより短ければ良い（（距離Ｌ）×２／（音速Ｖ）＝４０（ｍｍ）
×２／１５８５（ｍ／ｓｅｃ）＝５０．５（μｓｅｃ）。また、繰り返し周波数、超音波
出力、増幅は生体にとって安全な条件の範囲内にあり、かつ媒質での超音波の減衰を考慮
しても目標とする骨あるいは骨折部からの反射波が取得できる条件であれば良い。
　治療用超音波には、骨折治療に適切な条件の超音波を用いる。例えば適切な超音波条件
として、１．５ＭＨｚの周波数、２００μｓのバースト幅、１ｋＨｚの繰り返し周波数、
超音波出力の時間平均と空間平均が３０ｍＷ／ｃｍ２の超音波が好ましい。
［判別に必要なパラメータの取得］
　上述の送受信条件により得られた反射信号は、トランスデューサ２によって、判別に適
した形式、又は情報へと変換される。変換後の検出信号の例を図３に示す。変換後の周波
数成分の強度分布の例を図４に示す。
　まず反射波は、トランスデューサ２で音圧から電気信号へと変換された後、判別装置６
へと送信され、反射波の振幅は電圧１６として、トランスデューサから反射体（送信超音
波の反射波を生じさせたもの）までの２倍（往復分）の距離は時間１７として取得される
。周波数成分は、図３の反射波に解析処理を加えることで、取得される。波形に含まれる
周波数成分を観察する方法の一つとしてＦＦＴ解析があり、対象とする反射波を含む範囲
でＦＦＴ解析を行うことで、その範囲内に含まれている周波数成分の強度分布を取得する
ことができる。図４は、送信波の中心周波数１８を中心として得られる周波数成分の強度
分布をモデルとして表した図である。以上のプロセスにより、反射波の情報として、電圧
（振幅）、時間（距離）、及び周波数成分を取得することができる。本発明の信号記憶部
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は、波形の生データ、つまり全データにおける時間情報に対する信号強度等を記憶し、解
析プログラムは受信信号を解析することによって周波数情報を取得する。
［判別］
　取得した反射波の電圧（振幅）、時間（距離）、及び周波数成分の強度分布に対し、各
種文献から引用した音響インピーダンス、減衰係数、音速の値、及び／又は基礎実験より
得られた値から算出した値を予め設定された数値の閾値とし、それらを比較することで反
射体が目標対象物から得られたものであるかを判別する。例えば、丸善（社）出版の「超
音波便覧」や、（社）日本エム・イー学会ＭＥ技術教育委員会監修、南江堂出版、「ＭＥ
の基礎知識と安全管理」、コロナ社出版の「医用超音波機器ハンドブック」等に数値が挙
げられている。基礎実験より定めた閾値を用いて判別する例を以下に示す。
　まず、一般的に、反射信号の電圧は、反射体へ到達するまでの減衰、反射体の反射面形
状、反射境界面の音響インピーダンス、検出体へ到達するまでの減衰の全ての影響を受け
て決定される。超音波骨折治療法への適用を想定した場合、骨へ到達するまでの軟部組織
中の減衰、骨の形状、軟部組織と骨の音響インピーダンス、トランスデューサへ到達する
までの軟部組織中の減衰の影響を受ける。
　超音波が媒質中を伝搬する際、音響インピーダンスが異なる境界面で反射が生じる。生
体内では、軟部組織、骨はもちろん、筋膜や毛細血管、筋繊維など軟部組織内の種々の組
織で音響インピーダンスが異なるため、伝搬する過程で様々な境界面から反射が生じる。
中でも、骨と軟部組織の音響インピーダンスの差が、異種軟部組織間の差よりも極めて大
きいことから、反射面形状や減衰等の影響を受けない場合、異種軟部組織間と比べて骨は
大きな反射波を生じる。しかし、基礎実験により、曲率が大きい骨反射面で生じた反射波
（図５Ｂ）は、曲率が小さい骨反射面で生じた反射波（図５Ａ）よりも振幅が小さくなり
、曲率の違いによって反射波の振幅が大きく異なることが確認された。生体においては、
骨の反射面形状に更に減衰等の影響が加わり、異種軟部組織間で得られる反射波よりも骨
で得られる反射波の方が小さくなるケースがある。原理的には、骨は筒状構造を呈してお
り、表面は軟部組織に比べ凸状の大きい曲率を有しているため、反射波が散乱してしまう
ためである。また、軟部組織で生じる反射波のうち、骨よりも体表に近い位置にて生じる
ものは、超音波が透過する距離が短いことから、軟部組織透過による減衰の影響が小さい
。このように、超音波照射時のトランスデューサ、軟部組織、及び骨の位置関係が、骨反
射にとって不利な条件である場合、軟部組織反射波が骨反射波よりも大きくなる。したが
って、これらの条件下では、電圧のみでの判別が困難となるため、電圧に加え、時間及び
／又は周波数を組み合わせた条件を設定して、これらについても判別プログラムによって
判別することが好ましい。電圧は、受信した反射波に特別な処理を加えることなく判別に
利用できるため、ソフトの構成を単純化できるメリットがある。判別に電圧を用いる場合
は、信号記憶部に記憶した受信信号の電圧情報をそのまま用いて、判別プログラムで予め
設定された値（閾値となる）と比較を行うことができる。
　時間は、超音波を送信してから受信するまでの時間であり、音速と時間の積が距離とな
ることから、各音速の文献値を引用することで、反射対象までの伝搬距離として利用する
ことができる。すなわち、取得した総伝搬距離の半分が体表から反射体までの距離を表す
ため、例えば骨を目標対象とするとき解剖学的知見を基に予測した体表から骨までの距離
と比較することで、得られた反射波が骨と同程度の深さに存在するものか否かを判断する
ことができる。例えば、大腿の体表に金属（Ｘ線画像に写るもの）を貼り付け、大腿横方
向からＸ線画像を撮影し、金属と骨との距離を予測するなどで可能となる。しかし、骨と
同程度の深さにも反射体となり得る軟部組織が存在することから、時間情報のみではなく
、電圧や周波数などを組み合わせて判別するのが好ましい。例えば、トランスデューサを
大腿表面のある位置に設置し、位置を変えずにトランスデューサの角度のみを骨の短軸方
向に沿って変更して、複数の反射波を連続取得し、データ番号（１９）をＸ軸、時間（２
０）をＹ軸、電圧（２１）をＺ軸にプロットして三次元情報として表示し、予め得られて
いる解剖学的知見から得られる予測と連続性を有する視覚的情報から反射体を推定する（
図６（Ａ））等である。図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の三次元表示から電圧（２１）を表示
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するＺ軸を無くし、データ番号（１９）をＸ軸、時間（２０）をＹ軸にプロットして二次
元にて表示したものである。図６（Ａ）、図６（Ｂ）共に、予め設定された閾値を超え、
骨の可能性が高いと検出された箇所（３０）は、赤や黄色など他の箇所と区別できる色等
を用いて表示する。
　周波数は、骨と軟部組織における伝搬超音波の減衰特性の違いを利用する。骨と軟部組
織における伝搬超音波の減衰特性の概略図を図７に示す。生体組織の減衰特性は組織によ
って異なり、骨（２２）は軟部組織（２３）に比べ、伝搬する超音波の高周波成分がより
多く減衰する特徴を持つことが知られている。
　この特性の違いについて、反射波に含まれる周波数成分の強度分布に差異が現れること
を理論計算及び基礎実験より確認している。図８に基礎実験の結果を示す。図８（Ａ）は
、１．５ＭＨｚで超音波を照射した際の照射直後の各周波数成分における強度分布を示し
ている。これを照射し、骨から反射してきた場合の各周波数成分を図８（Ｂ）、軟部組織
から反射してきた場合の各周波数成分を図８（Ｃ）に示す。これらより、図８（Ｃ）に比
べ図８（Ｂ）の方が、１．５ＭＨｚ付近の周波数に対する１．２ＭＨｚ付近の周波数の比
を考えたときに、より高周波数成分の減衰が大きくなっていることがわかる。したがって
、周波数では反射波に含まれる成分の強度分布に着目することで、骨か軟部組織からの反
射かの判別が可能となる。
　周波数成分を求めるためのＦＦＴ解析の範囲は、予め定めた範囲設定方法にて決定され
る。そして、指定した範囲にて、電圧値等波形認識のために予め設定された解析条件にて
、骨反射波か軟部組織反射波かの解析を行う。なお、周波数成分を求めるための解析方法
は、ＦＦＴに限らず、周波数成分を求めることが可能な他の方法であっても特に問題ない
。
　信号検知・ＦＦＴ解析の具体例を図９に示す。取得した反射信号に対し、信号部分を含
むある程度幅をもった時間幅、もしくは、反射波が最初に返ってきた時間（およそ、超音
波を照射した時間を０として、０に測定あるいは文献により取得した体表から目標対象物
である骨までの距離の２倍を超音波が進む時間を足した時間）から始まり、超音波が当た
った目標対象物の骨表面とは逆側の骨表面からの反射波を含む時間幅を解析対象範囲とす
る。
　具体例としては、５μｓｅｃのバースト幅の超音波を送信した場合、信号部分の立ち上
がり開始から３０μｓｅｃの時間幅２４を解析対象範囲とするなどである。信号の検知開
始点を決定する方法の具体例としては、解析対象範囲の反射信号の包絡線２５をとり、ノ
イズ電圧以上の電圧Ａ（図９では０．４Ｖ（２６））を超えた値を頂点に持つ波形に関し
、電圧Ｂ（図９では０．４Ｖ）時の包絡線の傾き（２７）が正のときに、包絡線に沿って
電圧Ｃ（図９では０．１Ｖ）まで戻った点を検知開始時間とする方法が挙げられる。この
とき、電圧Ａ、Ｂ、Ｃには、Ａ≧Ｂ＞Ｃの関係が成立する。なお、電圧Ｃはノイズ電圧以
上で電圧Ａよりも小さい電圧、電圧Ｂは、Ａ≧Ｂ＞Ｃの関係により決定される電圧とする
。なお、骨は円筒状であり、外表面、内腔面等で反射が生じるため、複数の反射波がタイ
ミングがずれて返ってくることがある。解析を行う時間幅は、骨からタイミングがずれて
返ってくる複数の反射波のうち、およそ超音波が照射された骨の外表面、および内腔面か
ら返った反射波が含まれる時間幅より長ければ良い。
　解析方法としては、骨反射波と軟部組織反射波における減衰特性の違いについて着目し
、測定値に予め設定された解析を加え、その結果得られる数値を予め設定された値と比較
する。
　具体的な解析方法としては、例えば、測定値に含まれる２種以上の周波数成分量の比を
算出する。例えば、送信超音波の中心周波数及びその付近の帯域、中心周波数よりも低い
第２のピーク周波数及びその付近の帯域、の２種類である。この場合、送信超音波の中心
周波数及びその付近の帯域の最大値、及び中心周波数よりも低い第２のピーク周波数及び
その付近の帯域の最大値のうち、高周波の方を高周波成分と、低周波の方を低周波成分と
呼ぶ。
　具体的算出例は、送信超音波の中心周波数が１．５ＭＨｚ、第２のピークが１．２ＭＨ
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ｚに存在する場合、反射波の周波数分布のうち、１．５±０．１ＭＨｚの帯域の最大値と
、１．２±０．１ＭＨｚの帯域の最大値を比較するものとし、１．２±０．１ＭＨｚの帯
域の最大値を１．５±０．１ＭＨｚの帯域の最大値で割る。図１０の下図は、中心周波数
が１．５ＭＨｚ、第２のピークが１．２ＭＨｚに存在する超音波を送信した際に得られた
反射波の周波数成分を表しており、この場合の周波数成分量の比は、０．６／５．３＝０
．１１となる。
　この解析にて算出された値は、高周波の減衰が大きいほど、算出される周波数成分比は
大きい値を示す。よって、骨は軟部組織に比べ、伝搬する超音波の高周波成分がより多く
減衰するので、軟部組織反射波よりも骨反射波の方が解析結果の値が大きくなる。なお、
上記では、低周波成分を高周波成分で割ったが、高周波成分を低周波成分で割って比を求
めてもよい。
　測定値に上記解析を加え、予め設定された値（閾値となる）との比較を行うことで、判
別プログラムで骨の判別を行う。
　予め設定された値は、基礎実験で得られた結果を用いて設定されるものである。基礎実
験より、これまで骨からの反射波、軟部組織からの反射波において、上記解析方法にて算
出される値が異なる（骨の方が数値が大きくなる）ことがわかっており、骨からの反射波
のみを検出できるよう閾値を設定する。具体例として、モデルを用いた基礎実験の結果を
図１１に示す。水中２８に反射体モデル２９を設置し、骨モデルとして豚骨を、軟部組織
モデルとしてシリコンゴムを用いた。得られた反射波において、上記解析方法にて算出さ
れた周波数成分比は、骨モデル４．５に対し、軟部組織モデル１．５と３倍を示した。こ
の場合、例えば２を閾値と設定することで、２より大きい成分比であれば骨であるとする
、骨判別を行うことができる。
　周波数成分比は、受信した反射波に対し、上述のとおりＦＦＴ解析や成分比の算出とい
った特別な処理を加えて得られるものであり、アルゴリズムや装置構成が他の反射波情報
を用いた場合と比べ処理が複雑になるが、電圧値の大小に関係なく判別に利用できるため
、電圧値が十分に得られないケースでも使用することができる。
　よって、電圧が十分に得られない軟部組織が厚い部位や反射面の骨形状の曲率が大きい
部位においても、周波数成分比を使うことによって、骨判別を行うことができる。また、
周波数成分比に時間や電圧と組み合わせて判別を行うアルゴリズムを作成することで、よ
り判別精度が上がる。
　本発明の超音波検出装置は、上述の反射波情報である、電圧、周波数成分等において、
骨からの反射波が、骨以外からの反射波と比較して異なることを利用し、いずれか一つ以
上を用いて骨検出、あるいは骨折位置検出、あるいは軟部組織検出を行うことができる。
　骨／骨折あるいは軟部組織の判別は、あらかじめ設定した閾値による判別；情報を直接
表示し、医師等使用者の判断も加えることによる判別（例えば振幅の最大値を選ぶなど）
；及び複数のデータをマッピングして表示し、医師等使用者の判断も加えることによる判
別、のいずれか一つ以上の方法にて行う。
　閾値を利用する場合は、骨あるいは骨折位置を装置が判別する。閾値は、例えば、開発
段階の送受信条件下で予め実測した骨と軟部組織の反射波データをもとに設定する。閾値
の例としては、電圧については、軟部組織から得られる反射波の電圧が４Ｖｐｐ未満であ
る場合４Ｖｐｐ以上の値、周波数については、軟部組織から得られる反射波の周波数成分
比が１０未満である場合１０以上の値、時間については、骨とトランスデューサの位置関
係から骨の反射波が４０μｓ未満に存在し得ないと判断できる場合４０μｓ以上、であれ
ば骨に照射しているとする、などが挙げられる。閾値を越えた場合、ランプ点灯などで使
用者に対して表示され、トランスデューサ設置条件（位置、角度）での照射が適切である
ことを伝える。
　情報を直接表示する場合、判別装置、あるいは別体に設けられた数字表示部に上記反射
波に関する情報などが表示され、これを元に医師など使用者が適切な照射を判断する。例
えば、トランスデューサの体表設置位置や方向の変化に伴い表示部の数字が変化し、その
最大値や最大値の９割以上の値を示す位置及び／又は方向が適切である、というように、
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使用者が解剖学的、超音波物性的知見を加味し、骨組織と軟部組織との境界を自ら判断す
る。数字表示以外にも、目盛りによる表示、ランプの明暗、ランプ点滅の早さ、音の有無
、音の高低、パルス音の間隔による表現も考えられ、これらの組み合わせであっても構わ
ない。医師などの使用者は、臨床情報などと上記情報を組み合わせて、適切な照射位置及
び／又は照射角度の決定を行う。
　値をマッピングし画像化する場合は、表示される目標対象物である骨組織や軟部組織の
存在や特徴を示す画像情報に対し、医師等の使用者が判別を行う。例えば、一つの位置に
おける連続照射角度にて取得した複数のデータについて、一角度のデータにつき、時間情
報と測定値（電圧及び／又は周波数）がそれぞれ得られるならば、縦軸に時間情報、横軸
に照射角度としたマップ上に、測定値を該当する時間及び照射角度のマスに数値に応じて
色分けを行う。色分けの方法としては、視覚として識別できればよく、例えば、電圧２Ｖ
ｐｐ未満は青色、４Ｖｐｐ以上は赤色といった分類で、使用者に対し視覚的な情報も与え
る。この場合、４Ｖｐｐ以上は骨からの反射波である可能性が高く、２Ｖｐｐ未満は軟部
組織からの反射波である可能性が高いことを示す。測定値が電圧の場合のマップを例とし
て図１２に示す。画像パターンを予め設定しそれと比較することで骨あるいは骨折位置を
装置が判別する、あるいは、医師等使用者が知見を交え判別を行う。この場合、図１２０
（３１）の明るい領域が赤色であって骨である可能性が高いことを示す。なお、マップ上
に表示する複数のデータは、一つの位置における連続照射角度にて取得した複数のデータ
に限る必要はなく、体表上の連続した異なる位置にて取得した複数のデータであっても良
い。体表上の連続した異なる位置とは、例えば、図１５において、大腿上で直線状に１か
ら２０ｍｍの間隔で連続配置している位置４１などである。
　予め時間情報を設定する場合、例えば、既存の超音波画像装置あるいはＸ線装置、ある
いは大腿周と内部構造の関係から算出される骨深さ予測係数、あるいは大腿部正面側の内
部構造と大腿部全体の内部構造の関係を表した係数から得られる骨深さ予測値を利用して
取得する。大腿周と内部構造の関係から算出される骨深さ予測係数について、図１３を用
いて具体例を以下に示す。予め設定される大腿上の、特定の大腿断面３２において、複数
の被測定者の大腿周囲径（３３）を取得するとともに、周上側（身体正面側）を２０等分
する点（３４）（点１側が内側、点２０側が外側）において、超音波診断画像を取得し、
全画像における体表－骨表面間距離（３５）を測定する。なお、前記特定の大腿断面の周
とは、測定対象となり得る大腿骨の位置に対応し、例えば大腿における長軸方向中央部の
周とするが、これに限らない。被測定者全員の各２０点における（距離／大腿周囲径）を
計算し、平均（μ）及び標準偏差（σ）を取得する。得られた平均（μ）及び標準偏差（
σ）より、母集団の予測区間（μ±ｋσ）を計算する。なお、ｋは標準偏差（σ）に乗じ
ることで、予測区間の範囲の大小を調節する数字である。例えば、統計学における９５％
信頼区間を表すｋ＝１．９６でも良い。これを予め設定する時間情報設定の係数とし、患
者の同じ大腿長軸位置における周がわかったときに、この予測区間を乗じ、骨深さの範囲
をある程度の範囲を持った深さ（ｃｍ）と予測する。この範囲を音速で割った商を算出し
、反射波の出現時間を予測する。大腿周から出現時間を予測するのは、患者それぞれで大
腿周及び骨深さが異なるためである。なお、上記では２０等分したが、照射位置の必要数
に応じた数にすれば良いし、照射位置が明確であれば等分する必要はなく、その照射位置
におけるデータを取得すればよい。
　また、他の具体例を図１４を基に説明する。大腿断面（３２）において、正面側半分を
等分割する１から２０までの点３４（点１側が体内側、点２０側が体外側）において、１
１、１、２０における体表から骨までの距離を予め算出する（それぞれａ（３６）、ｂ（
３７）、ｃ（３８）とする）。点２から点１０までの点を点Ａとし、点Ａにおける体表か
ら骨までの距離ｄ（３９）を、「ｄ＝ａ×（（ｂ／ａ－１）×（１１－Ａ）／（１１－１
）＋１）」、点１２から点１９の間に存在する点を点Ｂとし、点Ｂおける体表から骨まで
の距離ｅ（４０）を、「ｅ＝ａ×（（ｃ／ａ－１）×（Ｂ－１１）／（２０－１１）＋１
）」で算出し、点Ａにおいてはｄ、点Ｂにおいてはｅの２倍数を軟部組織中の音速で割っ
て、体表－骨間距離を算出し、反射波の出現時間を予測する。点がｎ数のときは、上記の
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式に準じて、特定の点における体表から骨までの距離を算出し、反射波の出現時間を予測
できる。
　また上記方法にて骨の範囲を予測するのではなく、骨よりも体表に近い深さに存在する
軟部組織の深さを測定して軟部組織深さを予測し、その範囲以後の領域を骨深さの予測範
囲とする方法でもよい。
　記載した全ての判別方法において、目標対象物である骨折部からの反射波情報が治癒に
伴い徐々に変化する現象や個体差による違いを反映し、閾値や値の範囲を変更・調整して
も構わない。
　表示される数値から治癒の過程を知り、適切な治療に加え、治療効果を知ることも可能
である。骨折部は、治癒過程においてやや膨らんだ形状を呈し、やがて完治して膨らみが
解消され、付近の骨組織となだらかな連続性を持った状態に至る。反射信号の電圧は、前
述の通り、形状の影響を強く受けることになるため、膨隆から扁平に近い状態になること
で、徐々に大きくなるものと予想される。また骨折部は治癒の過程において、患部に血腫
ができて肉芽組織で架橋をつくり、そこに置き代わった軟骨様組織にカルシウムが沈着し
て正常な骨組織となる。つまり、患部は軟部組織に近い状態の組織から骨組織へと置換さ
れていくことになるため、周波数に関しても治癒に伴い変化が生じると予想される。具体
的には、周波数成分比が治癒に伴い、徐々に増大してくると予想される。よって、本発明
は、同一照射位置における、記憶信号、解析結果、又は判別プログラムによる判別結果等
の経時変化によって、目標対象物の治癒状態を判定することも可能である。このときの判
定は医師等によって判定しても良いし、治癒閾値を設定して、治癒閾値に達すると表示部
に治癒したことを表示させる判定手段を設けても良い。
　なお、本発明は骨、軟部組織といった異なる組織の判別に用いる以外に、骨組織内ある
いは軟部組織内の腫瘍等、変性した組織の探索に使用しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０００９】
　本発明の超音波検出方法又は装置を用いることによって、ヒトや動物の四肢、胴体及び
頭などの身体のいずれの骨、内臓、腫瘍などの変性した組織等においても、超音波を目標
対象物に正確に照射することが可能となる。
【符号の説明】
【００１０】
１　骨折部位
２　送受信用トランスデューサ
３　固定具
４　体表
５　超音波伝搬物質
６　判別装置
７　ケーブル
８　制御部
９　送信回路
１０　受信回路
１１　電力供給手段
１２　送信条件設定部
１３　信号記憶部
１４　判別判別プログラム
１５　表示部
１６　電圧
１７　時間
１８　周波数
１９　データ番号
２０　時間
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２１　電圧
２２　骨のデータ
２３　軟部組織のデータ
２４　時間幅
２５　反射信号の包絡線
２６　電圧
２７　０．４Ｖ時の包絡線の傾き
２８　水中
２９　反射体モデル
３０　送受信用トランスデューサ
３１　骨である可能性が高い領域
３２　大腿断面
３３　大腿周囲径
３４　点
３５　体表－骨表面間距離
３６　ａ
３７　ｂ
３８　ｃ
３９　ｄ
４０　ｅ
４１　体表上の連続した異なる位置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図７】
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